
 
  

 

 

  

 

 

本年６月から令和６年度税制改正による定額減税がスタートします。 

給与の支払者は、本年６月１日以後に従業員に支払う給与の源泉徴収税額から減税額を順次控除していく手続きを

行うこととなります。 

つきましては、下記のとおり定額減税説明会を実施しますので、ご出席いただきますようご案内申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAX：０７９－４４２－０３６９        高砂商工会議所 中小企業振興部 指導課 行 

個人情報保護に関する法律により、ご記入頂いた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用 

するほか、事業記録作成のために利用することがあります。 

会 社 名  ＮＯ 役職名 参加者氏名 
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Ｆ Ａ Ｘ  ２   

申込担当者  ３   

 

定額減税説明会        申 込 書  

 
  

 

 

 

《日 時》令和６年 ５月２４日（金） 
１４：００～１５：００ 

《会 場》高砂商工会議所 ２階 大会議室 
       

《定 員》 ３０名 

 

《受講料》無料 

 
《講 師》加古川税務署担当官 

     （法人課税第 1 部門） 

《申込方法》 

下記申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡ

Ｘでお申込み下さい。 

下記 URL や、QR コード内の Google フォー

ムからもお申込みできます。 

https://x.gd/JhtCt 

《問い合せ・申し込み先》 
高砂商工会議所 中小企業振興部指導課：三木 

ＴＥＬ：０７９－４４３－０５００ 

ＦＡＸ：０７９－４４２－０３６９ 

《研修内容》 

１定額減税について 
 

２質疑応答  

 

※ 

加古川税務署におきましても、３月下旬から同じ内容の説

明会を毎週開催されていますので、国税庁 HP から LINE も

しくは直接電話でご予約の上、ご出席ください。 

 

※ 

源泉徴収義務者のうち納付税額が０円の方は当該事務の

必要はありません。 

 

 

源泉徴収義務者向け 定額減税説明会 
 


